
   [参考資料編] 1 

１ 大阪市防災・減災条例 

大阪市条例第 139 号 

大阪市防災・減災条例  

 

第１章 総則 

（目的等） 

第１条 この条例は、市民等の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災・

減災に関し、基本理念を定め、本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、災害予防・応急対策及び災害復旧・復興対策に関し必要な事項を定めるこ

とにより、総合的、計画的かつ効果的な防災・減災対策の推進を図り、もって災

害に強いまちの実現に資することを目的とする。  

２ 防災・減災に関し、この条例に規定する事項について、法令又は他の条例に別

段の定めがあるときは、その定めるところによる。  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２

条第１号に規定する災害をいう。  

(2) 防災・減災  災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を

防ぎ、及び被害を最小限にとどめ、並びに災害の復旧を図ることをいう。  

(3) 市民等 市民及び本市の区域内（以下「市内」という。）に滞在し、又は市内

を通過する者をいう。  

(4) 自主防災組織 法第２条の２第２号に規定する自主防災組織をいう。  

（基本理念） 

第３条 防災・減災は、自らのことは自らが守るという自助の考え方、地域におい

て互いに助け合うという共助の考え方及び行政が市民等及び事業者の安全を確

保するという公助の考え方に基づき、本市、市民及び事業者がそれぞれの責務と

役割を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本理念として行われる

ものとする。 

第２章 本市の責務  

（本市の基本的責務）  

第４条 本市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民等

の生命、身体及び財産を災害から保護するために必要な防災・減災対策を講ずる

よう努めなければならない。  

２ 本市は、防災・減災対策の実施に当たっては、市民等、事業者、自主防災組織、
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国、他の地方公共団体及び公共的団体との連携及び協力に努めなければならない。 

３ 本市は、防災・減災対策の実施に当たっては、女性、高齢者、障がい者等の多

様な主体の参画を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

４ 本市は、防災・減災対策の実施に当たっては、法第８条第２項第 15 号に規定

する要配慮者（以下「要配慮者」という。）に対して必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。  

（大阪市地域防災計画等の実施） 

第５条 本市は、法第 42 条第１項の規定により作成された大阪市地域防災計画（以

下「大阪市地域防災計画」という。）を総合的、計画的かつ効果的に実施すると

ともに、その実施状況を公表するよう努めなければならない。  

２ 区長は、大阪市地域防災計画に基づき、各区の特性に応じた区地域防災計画（当

該区の区域に係る防災・減災に関する計画をいう。以下同じ。）を作成し、計画

的かつ効果的にこれを実施するとともに、その実施状況を公表するよう努めなけ

ればならない。 

３ 本市は、大阪市地域防災計画及び区地域防災計画を実施するため必要な財政上

の措置を講ずるよう努めなければならない。  

（業務継続計画） 

第６条 本市は、災害が発生した場合における市民生活の安定を図るため、業務継

続計画（災害が発生した場合において優先されるべき業務の継続及び通常業務の

早期の再開を図るために必要な手段、体制等を定める計画をいう。以下同じ。）

を作成するとともに、当該業務継続計画に係る訓練等を実施し、その実施状況を

検証し、当該業務継続計画の見直しを行うよう努めなければならない。  

（本市職員の責務）  

第７条 本市職員は、基本理念にのっとり、防災・減災対策に関する知識及び技術

の習得に努め、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに、防

災・減災対策に関する必要な業務に従事し、市民等の生命、身体及び財産の保護

に努めなければならない。  

第３章 市民の責務  

（市民の責務） 

第８条 市民は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び設備の

災害に対する安全性の確保、防災・減災に関する知識の習得その他の自ら災害に

備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練等への参加、災害時における相互

の協力体制の構築のための自主防災組織の結成その他の防災・減災の取組を行う

よう努めなければならない。  

２ 自主防災組織は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じて当該地域に係る防
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災・減災に関する計画を作成するよう努めるとともに、防災訓練その他の自主防

災活動の推進に努めなければならない。  

３ 市民及び自主防災組織は、本市の実施する防災・減災対策に積極的に協力する

よう努めなければならない。  

第４章 事業者の責務  

（事業者の責務） 

第９条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び設備

の災害に対する安全性の確保、消火、救助等のための防災資機材の整備その他の

災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練等への参加その他の防災・

減災の取組を行うよう努めなければならない。  

２ 事業者は、基本理念にのっとり、防災・減災及び災害が発生した場合における

事業の継続又は早期の再開に関する計画を作成するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、本市の実施する防災・減災対策に積極的に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

第５章 災害予防・応急対策  

（発生が予想される災害の調査等）  

第 10 条 本市は、市内において発生が予想される災害及び災害の防止に関する調

査を行い、防災・減災対策に反映させるよう努めなければならない。  

（他の地方公共団体及び事業者との協定の締結）  

第 11 条 本市は、災害の拡大を防止するため、あらかじめ、他の地方公共団体と

相互応援に関する協定を締結するよう努めなければならない。  

２ 本市は、災害が発生した場合において、食糧、衣料、医薬品その他の生活関連

物資の確保、緊急輸送等の確保並びに施設及び設備の応急の復旧が迅速かつ的確

に行われるよう、あらかじめ、関係事業者の協力の確保に関する協定を締結する

よう努めなければならない。  

（自主防災活動への支援）  

第 12 条 本市は、市民、事業者及び自主防災組織の自主防災活動への支援を行う

よう努めなければならない。  

（ボランティア活動への支援）  

第 13 条 本市は、ボランティア活動を行う団体との連携を図るとともに、災害が

発生した場合において、当該団体の活動が円滑に行われるよう、環境の整備に努

めなければならない。  

（防災・減災に関する知識の普及等）  

第 14 条 本市は、市民及び事業者が防災・減災についての理解と関心を深めるこ

とができるよう、防災・減災に関する知識の普及及び啓発に努めなければならな

い。 
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２ 本市は、市民及び事業者に対して、学校教育及び社会教育における防災・減災

に関する教育の実施に努めなければならない。  

（防災訓練等の実施）  

第 15 条 市長等（市長その他の本市の執行機関をいう。以下同じ。）は、本市職員

の防災・減災対策に関する能力の向上を図るため、本市職員に対する防災訓練、

防災研修等を行うよう努めなければならない。  

２ 自主防災組織は、毎年１回以上、防災訓練を行うよう努めなければならない。  

３ 市民は、市長等又は自主防災組織が行う防災訓練に参加するよう努めなければ

ならない。 

４ 事業者は、市長等又は自主防災組織が行う防災訓練に参加するよう努めるとと

もに、防災訓練を行うよう努めなければならない。  

（建築物等の耐震性等の確保）  

第 16 条 本市は、その所有し、又は管理する建築物、堤防、橋梁、上下水道その

他の施設の地震に対する安全性を確保するため、当該施設について耐震診断（地

震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。）を行うよう努めるととも

に、必要に応じて耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改

築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。以下同

じ。）等を行うよう努めなければならない。  

２ 本市は、建築物の地震に対する安全性を確保するため、市民及び事業者が行う

建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

３ 本市は、地震により火災が発生した場合における当該火災による被害の拡大を

防止するため、建築物の不燃化その他の市街地の防災構造の改善に努めなければ

ならない。 

４ 市内の建築物を所有し、又は管理する市民、事業者等は、当該建築物、道路に

沿って設けられている当該建築物の門、塀その他これらに類する工作物及び当該

建築物内部におけるエレベーターその他の設備の地震に対する安全性を確保す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

５ 市民、事業者等は、地震による家具等の転倒を防止するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。  

（広告塔等の落下等の防止）  

第 17 条 市内の広告塔、広告板その他建築物の屋外に取り付けられている工作物

（以下「広告塔等」という。）を所有し、又は管理する市民、事業者等は、地震、

暴風等による当該広告塔等の落下及び倒壊を防止するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。  

（豪雨による浸水の防止）  
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第 18 条 本市は、その所有し、又は管理する施設について、豪雨による河川氾濫

による浸水及び豪雨による内水氾濫による浸水（下水道施設の処理能力を超える

雨量のため生じる浸水をいう。）（以下これらを「豪雨による浸水」という。）の

被害を防止し、又は軽減するために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 市内の施設を所有し、又は管理する市民、事業者等は、当該施設における豪雨

による浸水の被害を防止し、又は軽減するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

（避難に関する情報の提供等）  

第 19 条 市長は、災害の発生に備え、市民等、事業者及び自主防災組織に対し、

災害から身を守るために緊急に避難する場所として市長が指定する場所（以下

「避難場所」という。）及び災害により自宅に留まる事ができない市民等が一時

的に避難生活を行う場所として市長が指定する場所（以下「避難所」という。）

の名称、位置その他避難するために必要な情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

２ 本市は、災害の発生に備え、迅速かつ的確に災害に関する情報、避難の指示等

を市民等、事業者及び自主防災組織に提供し、又は伝達するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

３ 市長は、法第 60 条第１項の規定に基づき、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める市民等及び事業者

に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これら

の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。  

４ 本市は、災害が発生したときは、市内における被害の状況を速やかに把握する

ため、自主防災組織に対し、地域における被害の状況に関する情報の提供その他

必要な協力を求めることができる。  

５ 市民、事業者及び自主防災組織は、あらかじめ、避難場所、避難所、避難経路

等の確認に努めるとともに、災害に関する情報の収集手段の確保に努めなければ

ならない。 

６ 市民、事業者及び自主防災組織は、災害が発生し、又は発生するおそれがある

ときは、自ら積極的に災害に関する情報の収集に努めるものとする。  

（津波等による浸水からの避難対策）  

第 20 条 市民及び自主防災組織は、避難場所のほか、地域の特性に応じ、施設を

所有し、又は管理する事業者の協力を得て、あらかじめ、津波及び豪雨による河

川氾濫による浸水から避難することができる場所の確保に努めなければならな

い。 
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２ 津波等浸水想定区域（水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第１項の規

定により指定された浸水想定区域又は津波防災地域づくりに関する法律（平成

23 年法律第 123 号）第８条第１項の規定により設定された津波があった場合

に想定される浸水の区域をいう。以下同じ。）及びその周辺に事業所その他の施

設を所有し、又は管理する事業者は、法第 60 条第１項の規定による勧告又は指

示に基づき従業員等の避難が円滑かつ迅速に行われるよう、あらかじめ安全が確

保できる場所の確保に努めなければならない。  

３ 津波等浸水想定区域及びその周辺に事業所その他の施設を所有し、又は管理す

る事業者は、津波及び豪雨による河川氾濫による浸水が発生し、又は発生するお

それがあるときは、前項の場所に避難者を受け入れるよう努めるものとする。  

４ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設

をいう。以下同じ。）を所有し、又は管理する事業者は、避難訓練その他当該地

下街等の利用者及び従業員の津波及び豪雨による浸水の発生時における円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画（以下「避難確保計画」

という。）を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（避難所の運営） 

第 21 条 本市は、災害の発生に備え、避難所に防災資機材及び備蓄物資を配備し、

その機能の充実に努めなければならない。  

２ 本市は、避難所の運営に関し、あらかじめ、避難所となる施設の管理者及び関

係者、自主防災組織、事業者等との連携を図り、災害時の避難所の運営に係る協

力体制を整備するよう努めなければならない。  

３ 市民等は、災害が発生したときは、避難所の運営に協力するよう努めるもの  

とする。 

（要配慮者への支援）  

第 22 条 本市は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の支援に関

する計画を作成しなければならない。  

２ 本市は、自主防災組織における避難行動要支援者に対する避難支援の取組が地

域の特性に応じ効果的に行われるよう、自主防災組織に対し、必要な支援を行う

よう努めなければならない。  

３ 本市は、福祉避難所（通常の避難所においては生活に支障を来す要配慮者のた

めに、特別の配慮がなされた避難所をいう。）の指定を行うよう努めなければな

らない。 

４ 自主防災組織は、災害が発生した場合において、避難行動要支援者の安否の確
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認、救出及び救護を迅速に行うことができるよう、あらかじめ、避難行動要支援

者との交流等による当該避難行動要支援者に関する情報の収集及び更新並びに

避難行動要支援者の避難の支援に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。  

５ 避難行動要支援者は、近隣住民との交流を行うよう努めるとともに、自主防災

組織が行う前項の措置に協力し、又は参加するよう努めなければならない。  

（物資の確保） 

第 23 条 市長等は、災害の発生に備え、飲料水の供給のために必要な措置を講ず

るよう努めるとともに、食糧、毛布その他の生活関連物資の確保に努めなければ

ならない。 

２ 市民及び事業者は、災害の発生に備え、食品、飲料水その他の生活必需物資を

備蓄するよう努めなければならない。  

（緊急輸送の確保）  

第 24 条 本市は、大阪府公安委員会が法第 76 条第１項の規定による通行の禁止

又は制限（以下「通行禁止等」という。）を行ったときは、市民等、事業者及び

自主防災組織に対し、通行禁止等に係る道路の区間（同項に規定する道路の区間

をいう。）その他必要な事項を周知し、緊急輸送の確保に努めるものとする。  

２ 市民等、事業者及び自主防災組織は、災害が発生したときは、避難するためや

むを得ない場合を除き車両を使用しないようにし、緊急輸送の確保に協力するよ

う努めるものとする。  

（帰宅困難者対策）  

第 25 条 本市は、災害が発生した場合において公共交通機関の運行の停止等によ

り徒歩で容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困難者」という。）が生

じることによる混乱、事故の発生等を防止するため、あらかじめ、帰宅困難者対

策を推進するための団体の結成及び当該団体の活動に対し、必要な支援を行うよ

う努めなければならない。  

２ 本市は、帰宅困難者が一斉に帰宅することを抑制するために、帰宅困難者に対  

する情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。  

３ 帰宅困難者となるおそれがある者は、災害の発生に備え、あらかじめ、家族と

の連絡手段の確保、徒歩による帰宅経路の確認その他の必要な準備を行うよう努

めなければならない。  

４ 帰宅困難者は、むやみに移動しないよう努めるとともに、本市及び事業者が行

う帰宅困難者対策に協力するよう努めるものとする。  

５ 事業者は、災害が発生したときは、従業員等が一斉に帰宅することを抑制する

ため、その所有し、又は管理する事業所その他の施設の安全性及び周辺の状況を

確認し、従業員等に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を講ず
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るよう努めるものとする。  

６ 事業者は、災害が発生したときは、その所有し、又は管理する事業所その他の

施設の周辺において、多数の帰宅困難者が生じることによる混乱、事故の発生等

を防止するため、本市及び他の事業者等との連携及び協力に努めるものとする。 

７ 鉄道事業者その他の公共交通事業者は、その管理する施設内において多数の帰

宅困難者が生じたときは、その管理する施設の安全性及び周辺の状況を確認し、

当該施設内での待機に係る案内その他公共交通機関の利用者の保護のために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

第６章 災害復旧・復興対策  

（災害復旧・復興対策）  

第 26 条 市長等、道路管理者（道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１

項に規定する道路管理者をいう。）及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的

事業を営む事業者は、大阪市地域防災計画に定めるところにより、相互に連携し

て災害復旧を実施しなければならない。  

２ 事業者は、災害により甚大な被害を受けたときは、その所有し、又は管理する

施設及び設備の早期の復旧並びに事業の早期の再開に努めるものとする。  

３ 本市、市民及び事業者は、災害により甚大な被害を受けたときは、相互に協力

し、災害からの速やかな復興に努めなければならない。  

第７章 雑則 

（補償） 

第 27 条 本市は、第 11 条第２項の協定に係る業務に従事した者が、そのため死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となったときは、労働

者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）その他の法令の規定による補償が

行われるときを除き、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、消防協

力者等損害補償条例（昭和 41 年大阪市条例第 31 号）に定める消防協力者等に

対する損害補償の例により、補償を行うことができる。  

（功労者表彰） 

第 28 条 市長は、防災・減災に従事したもので、防災・減災に関し著しい功労が

あったものを表彰することができる。  

（施行の細目） 

第 29 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。  

附 則 

この条例は、平成 27 年２月１日から施行する。
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２ 災害時避難所・一時避難場所一覧 

名 称 
避難可能 

人数(人) 

受入可能人数(人) 
所  在 地 

Ａ ※１） B ※２） 

育和小学校  2,000 1,520 1,269 杭全 4-10-12 

桑津小学校  2,600 1,610 1,348 桑津 5-13-13 

北田辺小学校  2,000 1,190 761 北田辺 3-11-14 

今川小学校  2,000 1,390 1,242 今川 4-24-4 

田辺小学校  1,000 1,290 1,138 田辺 2-3-34 

南田辺小学校  1,500 1,480 1,224 南田辺 4-3-4 

東田辺小学校  2,500 1,240 1,108 東田辺 2-14-6 

南百済小学校  3,000 1,100 988 湯里 1-15-40 

湯里小学校  1,000 970 862 湯里 6-8-3 

鷹合小学校  1,500 1,200 1,023 鷹合 3-12-38 

矢田北小学校  4,000 1,670 1,639 照ヶ丘矢田 2-1-55 

矢田東小学校  2,600 1,690 1,535 住道矢田 2-7-43 

やたなか小中一貫校 6,400 3,230 3,088 矢田 3-4-27 

矢田西小学校  4,000 1,890 1,708 公園南矢田 2-15-43 

田辺中学校  1,500 1,260 1,136 南田辺 4-7-24 

東住吉中学校  1,500 1,260 1,130 桑津 5-17-25 

白鷺中学校  3,000 1,520 1,334 今川 1-2-21 

中野中学校  2,000 1,650 1,513 中野 4-4-25 

矢田中学校  6,500 1,820 1,608 住道矢田 9-7-55 

矢田西中学校  3,300 1,420 1,258 公園南矢田 2-12-47 

大阪芸術大学短期大学部 1,100 460 460 矢田 2-14-19 

城南学園  1,500 700 700 照ヶ丘矢田 2-14-19 

長居第 2 陸上競技場  24,000 350 350 長居公園 1-1 

早川福祉会館  －  200 196 南田辺 1-9-28 

東住吉支援学校 －  434  434  矢田５-１-22 

東住吉スポーツセンター 1,700     公園南矢田 4-30-3 

長居陸上競技場  20,200 1,250 1,250 長居公園 1-1 
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名 称 
避難可能 

人数(人) 

受入可能人数(人) 
所  在 地 

Ａ ※１） B ※２） 

長居球技場  13,650 1,150 1,150 長居公園 1-1 

山坂公園  3,900     山坂 2-19 

育和公園  2,900     杭全 8-5 

平野白鷺公園  25,900     今川 6-7 

酒君塚公園  2,150     鷹合 2-5 

駒川公園  3,550     駒川 2-3 

鷹合公園  2,100     鷹合 4-5 

桑津東公園  1,200     桑津 4-10 

駒川北公園  1,250     駒川 1-20 

桑津北公園  1,150     桑津 1-12 

桑津公園  1,300     桑津 3-6 

今川公園  4,450     今川 4-23 

中野町公園  2,600     中野 1-8 

南百済公園  1,050     中野 3-10 

今林公園  5,500     今林 4-4 

矢田公園  6,400     住道矢田 1-7 

枯木町公園  2,300     公園南矢田 4-22 

矢田東公園  650     住道矢田 2-11 

矢田部公園  700     矢田 1-22 

矢田西公園  700     公園南矢田 3-17 

矢田河原田公園  650     住道矢田 6-8 

枯木南公園  750     矢田 7-6 

矢田住道公園  500     照ヶ丘矢田 3-11 

うるし堤公園  5,300     今川 1-1 

杭全西公園  1,050     杭全 4-3 

田辺公園  750     駒川 3-10 

北田辺公園  300     北田辺 1-8 

わかば公園  550     今川 4-12 
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名 称 
避難可能 

人数(人) 

受入可能人数(人) 
所  在 地 

Ａ ※１） B ※２） 

照ヶ丘矢田公園  1,650     照ヶ丘矢田 1-16 

つくし公園  2,450     今川 4-1 

矢田中公園  900     矢田 3-5 

北田辺中公園  550     北田辺 3-6 

矢田中中央公園  550     矢田 4-10 

矢田 6 公園  1,650     矢田 6-9 

大和川東公園  8,000     矢田 5-7 

東田辺公園  700     東田辺 1-16 

公園南小公園  1,050     公園南矢田 2-2 

北田辺 4 公園  450     北田辺 4-2 

湯里の森公園  1,250     湯里 5-7 

田辺中公園  800     田辺 6-9 

西浦池グラウンド  1,500     住道矢田 3-9 

東田辺さくら公園  1,250     東田辺 1-11 

東田辺中央公園  1,250     東田辺 3-4 

針中野わくわく公園  850     針中野 1-16 

今五児童遊園地  810     西今川 3-16 

針中野東公園  700   針中野 4-12 

住道南公園  868   住道矢田 9-1 

矢田教育の森公園（休止中） 8,700     矢田 5-2 

合  計  222,878 34,944 31,452   

（令和５年３月３１日現在） 

※１） Ａ 下記、有効率から有効面積を算出し、有効面積 1.6 ㎡につき 1 人と

して受入可能人数を算出したものです。  

・普通教室   1 教室    63 ㎡ 有効率 70% 

・廊下     1 教室につき  20 ㎡ 有効率 50% 

・屋内運動場  有効率 80% 

※２）  Ｂ Ａから、居住不可能スペース（廊下・屋内運動場等）を除いて受入

可能人数を算出したものです。  
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３ 水害時避難ビル一覧 

名 称 
避難可能 

人数(人) 
所 在 地 備考 

育和小学校  979 杭全 4-10-12  

桑津小学校  879 桑津 5-13-13  

北田辺小学校  663 北田辺 3-11-14  

今川小学校  836 今川 4-24-4  

田辺小学校  692 田辺 2-3-34  

南田辺小学校  837 南田辺 4-3-4  

東田辺小学校  585 東田辺 2-14-6  

南百済小学校  571 湯里 1-15-40  

湯里小学校  1,030 湯里 6-8-3  

鷹合小学校  596 鷹合 3-12-38  

矢田北小学校  1,764 照ヶ丘矢田 2-1-55  

矢田東小学校  856 住道矢田 2-7-43  

やたなか小中一貫校 2,999 矢田 3-4-27  

矢田西小学校  1,030 公園南矢田 2-15-43  

田辺中学校  954 南田辺 4-7-24  

東住吉中学校  1,135 桑津 5-17-25  

白鷺中学校  892 今川 1-2-21  

中野中学校  1,039 中野 4-4-25  

矢田中学校  1,397 住道矢田 9-7-55  

矢田西中学校  1,069 公園南矢田 2-12-47  

東住吉支援学校  2,900 矢田 5-1-22  

市営公園南矢田住宅 2 号館 55 公園南矢田 4-6  

市営長居東住宅１号館 402 矢田 1-15  

市営長居東住宅 2 号館 363 矢田 1-14  

市営長居東住宅 3 号館 374 矢田 1-13  

市営矢田中住宅 1 号館 234 矢田 6-11  

市営矢田中住宅 2 号館 141 矢田 6-11-2  



   [参考資料編] 13 

名 称 
避難可能 

人数(人) 
所 在 地 備考 

市営矢田中住宅 3 号館 111 矢田 6-10-3  

市営矢田部住宅 1 号館 505 公園南矢田 1-18-20  

市営矢田部住宅 2 号館 432 公園南矢田 1-32-2  

市営矢田部住宅 3 号館 344 公園南矢田 1-31-3  

市営矢田部住宅 4 号館 330 公園南矢田 1-30-4  

市営矢田部住宅 15 号館 245 公園南矢田 1-12-15  

市営矢田部住宅 16 号館 246 公園南矢田 1-12-16  

市営矢田部住宅 17 号館 322 公園南矢田 1-23-17  

特別養護老人ホーム ゆめあまみ 230 矢田 7-6-10  

在宅介護ステーション せいりょう 80 公園南矢田 4-10-6  

障がい者支援施設 ヴァンサンクの郷 140 公園南矢田 3-13-22  

特別養護老人ホーム くつろぎ 400 公園南矢田 1-4-17  

サービス付き高齢者向け住宅介護付き有料老人ホーム北田辺輝きの郷 108 北田辺 1-9-9  

市営矢田中住宅４号館 163 矢田 6-12-4  

市営住道矢田住宅１号館 703 住道矢田 3-1-1  

合  計  29,631   
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４ 防災行政無線同報系スピーカー設置場所一覧 

設置場所 所 在 地  備  考 

育和小学校  杭全 4-10-12  

桑津小学校  桑津 5-13-13  

北田辺小学校  北田辺 3-11-14  

今川小学校  今川 4-24-4  

田辺小学校  田辺 2-3-34  

今川学園  今川 3-5-8  

南田辺小学校  南田辺 4-3-4  

桑津公園  桑津 3-6  

南百済小学校  湯里 1-15-40  

湯里小学校  湯里 6-8-3  

鷹合小学校  鷹合 3-12-38  

駒川公園  駒川 2-3  

矢田東小学校  住道矢田 2-7-43  

矢田西小学校  公園南矢田 2-15-43  

東住吉支援学校  矢田 5-1-22  

山坂公園  山坂 2-19  

東田辺中央公園  東田辺 3-4  

長居公園南東  長居公園 1 植物園事務所  東側  

長居公園相撲場  長居公園 1 長居公園  相撲場  東側  

矢田河原田公園  住道矢田 6-8  

JR 百済貨物駅北西  今林 3 JR 百済貨物駅構内 北西角  

東住吉区役所  東田辺 1-13-4   

枯木南公園  矢田 7-6  

矢田部公園  矢田 1-22  

中野町公園  中野 1-8  

今林公園  今林 4-4  

（令和５年３月３１日現在）  

学校等 13 箇所、避難場所 11 箇所、区役所 1 箇所、駅 1 箇所 合計 26 箇所  
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５ 東住吉区防災マップ 
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６ 非常持ち出し品チェックリスト 
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７ 緊急連絡カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●家族で集まる場所など、決めたことは緊急連絡カードに記入して、いつも携帯  

しましょう 
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８ わが家の防災マップ 

わが家の防災マップ 
＜記載しておきたいこと＞ 
・家族の集合場所  ・避難所  ・避難経路  

・地震や台風のとき危険になりそうな場所   など  
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９ 耐震診断問診表 
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10 避難所生活の心得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時避難所では、大勢の人と共同生活を送ることになります。  

プライバシーの確保が難しいなど、不自由なことがたくさんありますが、  

互いに協力しあい、譲り合うことが大切です。  
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11 災害時協力事業所・店舗制度 

 

 

 

 

 

 

東住吉区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度要綱  

（目的） 

第１条 地震・風水害等の大規模災害時において、地域住民及び行政機関等に

協力し、地域貢献を行う意思を有する東住吉区内に所在する事業所・店舗等を事

前に登録することにより、地域における災害応急対策や復興等の活動の円滑な実

施に資することを目的とする。  

（協力内容及び期間）  

第２条 登録事業所・店舗等（以下「事業所等」という。）は、災害時におい

て自らの事業所等の安全が確保できた後、所在する地域等において次の協力を行

う。 

(1) 労務、技術の提供  

(2) 食料品、飲料水、日用品等物資の提供  

(3) 駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放  

(4) 資機材等の提供  

(5) その他災害対策に必要な協力、支援  

２ 前項の協力期間は、災害発生後の一時的な期間とし、事業所等の本来業務

に支障をきたさない期間とする。  

３ 事業所等は第１項の協力が円滑に実施できるよう、平常時から事業所等の

所在する地域の自主防災組織等（以下「自主防災組織」という。）との連携に

努めるものとする。  

（登録手続き） 

第３条 登録しようとする事業所等は、東住吉区災害時地域協力貢献事業所・

店舗等登 録制度登録申請書（様式第１号）を東住吉区長（以下「区長」という。）

に提出するものとする。  

２ 区長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは事業所等として登録するとともに、当該事業所等に

登録証を交付するものとする。  

 

 

災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度とは…  

災害発生時に事業所・店舗等が持つ資源を活用し、地域  

のために貢献いただく災害ボランティア登録制度です。  
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（登録内容の変更）  

第４条 事業所等は登録内容に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合

は、東住吉区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度登録内容変更・取消届

（様式第２号）により区長に届けるものとする。  

（登録の削除） 

第５条 区長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録から

削除することができる。  

 (1) 事業所等から取消しの届け出があったとき  

 (2) 東住吉区内に事業所等が存在しなくなったとき  

 (3) その他区長が事業所等として協力することができないと認めるとき  

２ 登録から削除された事業所等は、すみやかに登録証を区長に返還するものと

する。 

（登録期間） 

第６条 事業所等の登録期間は、登録した日から前条の規定により削除される

までとする。 

（登録情報の取扱い）  

第７条 登録された情報は、東住吉区役所及び東住吉消防署、自主防災組織で

共有し、目的の範囲で活用するものとする。  

（登録事業所等の公表）  

第８条 区長は、事業所等の名称、所在地、協力内容を区ホームページ等で公

表するものとする。ただし、公表を希望しない事業所等については、この限りで

はない。 

（災害時協力体制）  

第９条 事業所等は、災害により被害が発生し、又は被害拡大のおそれがある

場合には、自らの判断により地域住民や自主防災組織と連携し、協力活動を実施

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長及び自主防災組織は、事業所等の協力が必

要な場合に事業所等に対し協力を要請することができるものとし、事業所等は、

事業所等の安全が確保され、本来業務に支障がない場合に協力するものとする。 

（費用負担） 

第 10 条 事業所等の協力活動にかかる一切の経費については、事業所等の負

担とする。事業所等が提供する資機材等の物件の破損等についても同様とする。 

（秘密の保持） 

第 11 条 事業所等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を漏らしてはなら

ない。登録から削除された後も同様とする。  

（その他） 
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第 12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。  

附 則 

  この要綱は、平成 24 月 11 月 29 日から施行する。  

附 則 

  この要綱は、平成 29 年 1 月 4 日から施行する。  

附 則 

  この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。  
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12 関連資料 

 

●大阪市地域防災計画 

共通編・対策編 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011958.html 

資料編 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000042642.html 

 

●大阪市地域防災アクションプラン  

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000327775.html 

 

●大阪市災害時要援護者避難支援計画（全体計画）  

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000058401.html 

 

●自主防災活動ガイドライン 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000035308.html 

 

●避難所開設・運営ガイドライン 

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000474277.html 

 

●市民防災マニュアル 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011873.html 

 

●水害ハザードマップ東住吉区版 

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000300898.html 

 

●大阪市防災アプリ 

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000345020.html 
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東住吉区地域防災計画 

東住吉区役所区民企画課 

平成 25 年 3 月 作成 

平成 28 年 2 月 改定 

令和５年 11 月 改定 

 


